
店所名 店所長名

月 実施予定
安全風土構築委員会および
一般の運転者に対する指導

指導要点 行事

●トラック輸送の社会的重要性

●トラック事故の社会的影響

●交通事故統計を用いた教育

●安全運行の心構え

●トラック運行に係る法令

①貨物自動車運送事業に係る法令

②自動車の運転に係る法令

③車両管理に係る法令（点検・チェックの必要性）

●義務を果たさない場合の影響の把握

●適切な運行経路の選択と経路情報の把握

●許可運送における経路選択

●危険予測運転の必要性

●危険予測のポイント

●危険予測訓練

●指差し呼称及び安全呼称

●緊急時における適切な対応

●交通事故の生理的・心理的要因

●過労運転防止の為の留意点（9月に実施）

●飲酒や薬物の影響による危険運転防止のための
　 留意点（薬物等は1月に実施）

●ヒューマンエラーを防ぐために

●トラックの特性に合わせた運転

●貨物の特性を理解した運転

（※トレーラーに関する教育は保有台数0の為割愛）

●危険物の性状

●危険物輸送の基本事項

（※タンクローリーに関する教育は保有台数0の為割愛）

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

平成１３年１２月３日国土交通省告示第１６１７号に基づく教育内容（平成２９年３月１２日改正）

商品事故防止
強調月間

門前督励の実施

完了

2022

（ドラコン県大
会）

その他、トラック事業者と
して知っておくべき事項

（必要な指導項目）

① トラックを運転する場合の心構え

日

日

日

日

運転者の運転適性に応じた安全運転

⑦
適切な運行の経路及び
当該経路における道路及び交通状況

⑥
危険物を運搬する場合に
留意すべき事項

◆ カンガルー運動

⑩
交通事故に関わる運転者の
生理的・心理的要因及び
これらへの対処方法

過積載の危険性

⑨

2 随時 日

日

⑫

3 随時 日

12 随時 日

1 随時

独自取り組み事項

門前
実施10

日随時11

⑧

●運転適性診断の受診と診断結果に基づく
　 運転者の運転行動の特性の自覚

安全性の向上を図るための装置を
備えるトラックの適切な運転方法

●安全性の向上を図るための装置（運転支援装置）
　 の正しい理解と使用上の注意点

●貨物の正しい積載方法や
　 軸重違反を防止する積載方法

●過積載の危険性と防止策や荷主の遵守事項、
　 運転者への罰則⑤

⑪

貨物の正しい積載方法

●精神面も含めた健康管理の重要性健康管理の重要性

④

日随時8

9 随時 日

日

夏の交通安全
県民運動

健康診断結果に
基づく指導

最高速度違反
添乗指導による
ルール（基本）の
実施状況の検証

消火器の
使用方法

薬物等
使用禁止

不安全行動防止
（走行中の携帯電

話所持禁止）

門前督励の実施

救護義務違反

年末の交通安
全県民運動

200days
安全宣言

カンガルー運動

秋の全国交通
安全運動

チャレンジ
１２３

安全講習会の
各店開催

門前督励の実施

過積載運転

非常信号用具

ヒヤリハット事例
の発表

門前督励の実施

巡回指導の強化

過労運転

酒酔い
・酒気帯び運転

トラックの構造上の特性

②
トラックの運行の安全を確保する
ために遵守すべき基本的事項

随時

危険の予測及び回避ならびに
緊急時における対応方法

③

期間：2022年4月1日～2023年3月31日

年度　輸送の安全教育実施計画表(安全指導計画表)

4

5

6

7 随時

随時

随時

春の全国交通
安全運動


